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１． 研究の背景・⽬的 
都市再生特別地区（以下：特区）は事業者から提案さ

れた都市再生への貢献の度合いに応じて容積率等の規

制緩和を受けられる制度である.本制度は,事業者提案

を基本とし,事業者の創意工夫を最大限に発揮するため,

公共貢献の評価に一律の基準を設けず,個別評価を行う

点で従来の開発制度と異なっている. 

また評価においてはハード分野の整備に限定すること

なく,ソフト分野の取り組みについても幅広く評価を行

っている.本制度を⽤い,都市部では,地域の文化を活か

し魅力や賑わい,交流機会の創出を図ることが求められ

ている.このような「文化・交流に関する貢献」は「東

京都における都市再生特別地区の運用について」でも評

価項目の一つとなっている. 

しかし現行制度では事業後に提案の履行を担保する仕

組みがないため,上記のような継続的な運営が必要なソ

フト分野の取り組みにおいて時間の経過ともに貢献の

運営廃止や縮小,転換などにより運営内容が行政とイメ

ージの乖離を起こしてしまう等の問題が生じている. 

本研究では「文化・交流に関する貢献」に着⽬し,多

様な取り組み内容を整理するとともに,継続的な運営

を可能とするためには提案段階で「運営主体」や「運

営場所」等の適切な運営体制が必要と考え,各特区の運

営に関する実態を明らかにすることを目的とする. 

    
２． 研究⽅法 
 本研究では、これまで最も多くの特区が提案されてき

た東京都を対象地域とする.平成14年度から令和2年度3
月までに都市計画審議会に提出された「都市計画素案」

を用い,資料内の「都市再生特別地区の提案内容」等の

項目より,運営実態の整理,把握を行う. 

「文化・交流に関する貢献」は、当貢献を目的とした

施設の整備とそこでの運営を計画する「Ⅰ型:施設整備

＋ソフト事業型」と広場空間を用いたイベント開催や

エリアマネジメント活動などの運営のみを計画する
「Ⅱ型:ソフト事業単体型」の 2通りであり,本研究で 

 

はより地域への貢献度が高い「Ⅰ型」の施設を「文化・

交流施設」とし,その運営実態について把握を行う. 

 

「文化・交流施設」の運営に関する提案実態 

2-1)まず「文化・交流施設」における具体的な取り組み
内容を明らかにする。 

2-2)次に運営体制について提案実態の把握を行う.適切

な取り組みを継続していくには,どの運営主体がどの場

所でどのような地域事業者と連携しながら活動してい

くのかを運営体制として明記する必要があると考える. 

これより把握する内容については,①運営主体について

の記載  ②運営の場所について、施設の位置及び施設

の規模の記載 ③施設運営における連携事業者につい

ての記載 の3点とする. 

 
３． 研究結果 
「文化・交流施設」の運営に関する提案実態 

2-1)東京都で「文化・交流施設」の提案をした地区は

50 地区中 29 地区であった.また１つの地区で複数の

「文化・交流施設」の整備を提案した地区もあり,特区

全体では 48 施設が整備された.そして同施設において

複数の取り組みを提案している場合も多く見られ,把

握できた取り組み数は全 74件であった.取り組み内容

図-1「⽂化・交流施設」の取り組み内容 
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については「イベントの開催(34%,25件)」が最も多く  

提案され、次に「文化発信・展示機能(32%,24件)」「文

化体験機能(11%,8件)」「地域活動場所の提供(11%,8
件)」の順となっていた.また,その他では「飲食店舗」

「地域防犯拠点」などの提案がされていた.  
 
2-2)次に取り組みにおける運営体制について,以下に
まとめた.（表-1） 

 

表-1.運営体制についての記載の有無 
 
①運営主体について記載がある施設は全体の 54%(26
施設)であった.(表-1)また平成 27 年以降に計画され

た地区には全て運営主体の記載があった. 

②運営場所について,位置の記載があった施設は

92%(44 施設),規模（主に面積）の記載があった施設は

81%(39施設)となっていた.どちらか一方の記載に留ま

っていた施設は 17%(8 施設)確認された.(表−１)施設

の規模は貢献の度合いを定める大きな要素となり,イ

ンセンティブ制度において,行政と提案事業者のイメ

ージの乖離を起こさないためには,施設の位置だけで

なく規模についても記載が必須の事項であると考え

る. 

③連携事業者については,60%(29 施設)で地域事業者

との連携が記載されており(表-1),最も多かった連携

先は「民間事業者・地元企業（24件）」,次にエリアマ

ネジメント組織やまちづくり協議会等の「地域のまち

づくり団体（17件）」「NPO 法人（8件）」「行政(8件）」

の順となっている.(図-1) 

大手町一丁目 2 地区の文化・交流施設「多目的ホー

ル・ホワイエ」では,イベントの開催を提案するにあた

って「リンカーンセンター等の芸術企画会社」等との

連携を計画しており,その中でリンカーンセンターが

これまでに催した公演プログラムや屋外イベントの例

を示すことで,取り組みについてのイメージを明確に

していた. 

図-2.連携する地域事業者とその件数 
 
４． まとめ 
本研究では「文化・交流施設」を対象に,具体的な取

り組み内容とその運営体制に関する提案実態を明らか

にした. 

その結果,「文化交流施設」での取り組み内容につい

ては,「イベント開催」が最も多く提案されており、地

域住民の交流を促す内容から「歌舞伎,能」「ミュージ

カル公演」等の文化発信により世界中から人を呼ぶ国

際交流を促す内容まで多様な取り組みが確認すること

ができた. 

また,運営体制については,運営主体についての記載

があった施設は 54%(26 施設),運営場所のについて位

置,規模の両方の記載があった施設は 83%(41 施設).ま

た連携事業者についての記載があった施設は 60%(29
施設)であった.運営主体,運営場所,連携事業者の３点

全てに明確な記載がなかった施設は 4 施設あり,適切

な運営が継続できない可能性があると考える. 

今回把握した各特区の運営に関する提案実態をもと

に,今後は実際の運営状況について調査を行う.そして

提案時の運営が適切に行われているのかを明らかにし,

各貢献の継続性,またその要因について研究を進めて

いく. 
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